
札幌市私立幼稚園指導監査実施要綱 

令和３年３月 31日子ども未来局長決裁 

改正 

                              令和５年 11 月 8 日

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号。以下「支援法」

という。）第 31条第１項の規定に基づき札幌市長が確認した幼稚園に対して、支援法

第 14条第１項の規定により実施する立ち入り検査（以下「指導監査」という。）につ

いて、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1) 幼稚園 支援法第 31条第１項の規定に基づき確認された幼稚園。 

(2) 設置者 幼稚園の確認の届出を行った者をいう。 

(3) 設置者等 設置者及び幼稚園に勤務する者をいう。 

（指導監査の対象） 

第３条 この要綱による指導監査の対象は、幼稚園とする。 

（指導監査の実施の方針） 

第４条 指導監査は、幼稚園が遵守すべき基準等を重点確認項目として、その他各種国

通知等に基づき各年度方針計画を定めて実施する。 

（指導監査の実施の体制） 

第５条 指導監査は、子ども未来局事業所管課担当職員（以下「監査実施者」という。）

により、指導監査班を編成して実施する。 

（指導監査事項） 

第６条 指導監査は、次に定める事項について行う。 

(1) 支援法に基づく確認基準の遵守等（確認監査） 

(2) 支援法に基づく業務管理体制の整備（業務管理体制の確認検査） 

(3) 第４条に規定する各年度指導監査方針計画に基づくその他必要な事項 

（指導監査の種別） 

第７条 指導監査の種別は、一般指導監査、臨時指導監査及び特別指導監査とする。 



（一般指導監査の実施方法等） 

第８条 一般指導監査の実施方法等は、次に定めるとおりとする。 

(1) 一般指導監査は、監査実施者が、原則４年に１回実地により、実地監査の無い年

は書面による監査又は監査に代えて運営報告書の提出により実施することができる

ものとする。 

(2) 設置者等は、一般指導監査の実施に当たり、別に定める指導監査資料、幼稚園の

規程及び関係書類を事前に札幌市へ提出するものとする。 

(3) 一般指導監査における実地での監査は、実地検査を設置者等の立会いを得て、事

前に提出された資料をもとに、関係書類・帳簿を検査する。 

(4) 一般指導監査における書面での監査は、事前に提出された資料をもとに、関係書

類・帳簿を検査する。 

(5) 一般指導監査において、検査できない事項があった場合には、その状況について

再度検査することができるものとする。 

(6) 前５号の規定にかかわらず、札幌市が必要と判断した場合、臨時に一般指導監査

（臨時指導監査）を実施することができるものとする。 

（特別指導監査の実施方法等） 

第９条 特別指導監査の実施方法等は、次に定めるとおりとする。 

(1) 特別指導監査は、次のいずれかに該当する場合に、対象の幼稚園にて実地により

行う。 

ア 運営に不正又は著しい不当があることを疑うに足りると札幌市が判断した場合 

イ 基準に違反があると疑うに足りる理由がある場合 

ウ 度重なる一般指導監査によっても是正の改善が見られない場合 

エ 正当な理由がなく、一般指導監査を拒否した場合 

(2) 特別指導監査は、その目的・効果をその都度勘案し、問題や性質等の重要性や緊

急性等の状況に応じ、重点的に又は改善が図られるまで継続的に実施する。 

（指導監査の実施の通知） 

第１０条 札幌市は、監査実施に当たり指導監査日の概ね１か月前までに、次に定める

事項について文書により設置者に通知する。ただし、第８条第６号及び第９条に規定

する監査を実施する場合においては、必ずしも事前の実施通知を行う必要はない。 

(1) 指導監査の対象 



(2) 指導監査の方法 

(4) 指導監査の実施日時及び場所 

(5) 事前送付調書等の指定・提出依頼 

(6) その他必要な事項 

（指導監査結果の区分） 

第１１条 指導監査の結果、是正改善が必要な事項のある設置者に対して、次に定める

指導を実施する。 

 (1) 文書指導 

以下の項目のいずれかに該当する場合は、文書指導とする。 

ア 子ども未来局事業所管課が直接関与する関係法令、通知等に違反している場合で

あって、幼稚園の運営に支障を及ぼすと認められる場合 

イ 幼稚園を利用する者の処遇・安全に影響がある場合又は影響が想定される場合  

ウ 幼稚園の運営等の基本に関わる事項であって，その改善状況の確認を必要とする

場合  

エ 度重なる指導にもかかわらず、改善状況が見られない場合 

オ その他総合的に判断して文書指導とすることが適当と認められる場合 

(2) 口頭指導 

前号に該当しないものは、口頭指導とする。但し、前号に該当する場合であっても、

軽微なもの又は過去の指摘事項に対する改善状況等総合的に判断して、その必要がな

いと認められる場合については、口頭指導とする。 

（指導監査結果の通知等） 

第１２条 指導監査後の設置者に対する結果通知等は次のとおり実施する。 

 (1) 監査実施日における講評 

 指導監査終了後、結果について監査実施者より講評を行う。 

(2) 指導監査の復命 

   監査実施者は講評終了後、速やかに(概ね１週間)、所属部長まで報告を行う。 

 (3) 結果通知 

指導事項の根拠等について、十分に考慮したうえで指導内容等を作成し、監査実施

日から概ね２か月以内に指導監査結果について各事業所へ通知する。 

 



 

（結果の通知に対する改善の報告） 

第１３条 札幌市は、前条の通知において文書指導事項がある場合は、設置者に対して

別途指定する様式及び添付書類により概ね２か月以内に改善報告を提出させる。なお、

第 14条第２号の公表基準に該当する指導事項の場合は、法人理事会等の審議結果(理

事会議事録等)を必ず添付を求めるものとする。 

また、設置者は、監査の講評後、改善可能な事項から速やかに改善を進めなければ

ならない。 

（監査結果等の公表） 

第１４条 市民サービス向上及び幼稚園にかかる教育・保育の質の向上に資するため、

次に定めるとおり監査結果等を公表する。 

(1) 公表方法 

 あらかじめ設置者に公表項目・期日等を通知したうえで、札幌市ホームページ等で

公表するものとする。ただし、次号オの場合、あらかじめ設置者に対し通知はしない。 

(2) 公表基準 

 公表基準は次に定めるとおりとする。ただし、札幌市情報公開条例（平成 11年条例

第 41号）第７条に規定する非公開情報に該当する情報は、公表しない。 

ア 第 11条第１号の文書指導のうち、各種法令・基準等に違反しており運営等に重

大な支障があると判断した場合 

イ 第 11条第１号の文書指導のうち、幼稚園を利用する者の処遇・安全に相当な影

響があると判断した場合 

ウ 前条に規定する改善報告を期限内に行わなかった場合 

エ その他札幌市が公表すべきと判断した場合 

オ 当該年度実施予定の指導監査を全て実施した場合 

 (3) 公表項目 

  公表項目は次に定めるとおりとする。ただし、前号オの場合、公表するのは、事業

所名、指導監査の種類、公表対象となる指導事項の有無のみとする。 

ア 事業所名、運営法人名及び代表者名 

イ 指導監査の種類及び実施日 

ウ 指導監査結果の要旨 



エ 改善状況（公表時点における取り組み状況） 

（公表項目等の変更手続き） 

第１５条 設置者は、前条第１号で通知した公表項目等の内容について札幌市がホーム

ページ等で公表することで、事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれる

など異議がある場合は、文書により申し出ることができる。 

（連携） 

第１６条 指導監査を実施するにあたり、認可制度等に基づく指導監査を実施する北海

道と連携を図るものとする。 

（関係機関への情報提供） 

第１７条 指導監査の結果及び改善状況等については、必要に応じて札幌市が関係機関

に情報提供するものとする。 

（特定子ども・子育て支援施設等としての指導監査等について） 

第１８条 特定子ども・子育て支援施設等（支援法第 30条の 11に規定する特定子ども・

子育て支援施設等をいう。）としての指導監査等については、別に定める。 

（補足） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、別に定

める。 

 

附則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 附則 

この要綱は、決裁日から施行し、令和５年４月 1日から適用する。 


